
                                令和７年４月 

                              柏市財政部契約課 

 

現場代理人の兼任要件等の緩和について 

 

現場代理人の兼任要件等を緩和することとし，｢柏市建設工事の現場代理人の兼任に

関する取扱要領｣を下記のとおり改正しましたのでお知らせします。 

 

 

１ 現場代理人の兼任による常駐義務の緩和の要件 

改正前 改正後 

第２条 受注者は，市長又は市上下水道事

業管理者が発注する工事に限り，当該工

事が次の各号に掲げる要件のいずれにも

該当する場合，現場代理人に２件まで兼

任させることができるものとし，現場代

理人の常駐を要しないものとすることが

できる。 

 (1) 請負金額が３，５００万円（建築一

式工事にあっては７，０００万円）未

満であること。 

 (2) 低入札価格調査を経て，契約締結を

行ったものでないこと。 

第２条 受注者は，市長又は市上下水道事

業管理者が発注する工事に限り，当該工

事が次の各号に掲げる要件のいずれにも

該当する場合，現場代理人に２件まで兼

任させることができるものとし，現場代

理人の常駐を要しないものとすることが

できる。 

 (1) 請負金額が４，５００万円（建築一

式工事にあっては９，０００万円）未

満であること。 

 (2) 低入札価格調査を経て，契約締結を

行ったものでないこと。 

 

 

２ 営業所技術者又は特定営業所技術者（※）と現場代理人の兼務 

改正前 改正後 

第６条の２ 受注者は，次に掲げる要件

の全てを満たす場合には，１件に限

り，営業所における専任の技術者と現

場代理人を兼ねることができるものと

し，現場代理人の常駐を要しないもの

とすることができる。 

 

 (1) 発注者と当該営業所が工事請負契

約を締結していること。 

 (2) 当該営業所が柏市内にあること。 

 (3) 請負金額が３，５００万円（建築

一式工事にあっては７，０００万円）

未満であること。 

 (4) 低入札価格調査を経て，契約締結

を行ったものでないこと。 

第６条の２ 受注者は，次に掲げる要件

の全てを満たす場合には，１件に限

り，営業所技術者又は特定営業所技術

者（以下「営業所技術者等」という。）

と現場代理人を兼ねることができるも

のとし，現場代理人の常駐を要しない

ものとすることができる。 

 (1) 発注者と当該営業所が工事請負契

約を締結していること。 

 (2) 当該営業所が柏市内にあること。 

 (3) 請負金額が４，５００万円（建築

一式工事にあっては９，０００万円）

未満であること。 

 (4) 低入札価格調査を経て，契約締結

を行ったものでないこと。 
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  (5) 発注者及び当該営業所との間で常

時連絡をとれる体制を確保できるこ

と（携帯電話及び連絡責任者の配

置）。 

 (6) 設計図書に兼務を認めない旨，指

定の無いこと。 

  (5) 発注者及び当該営業所との間で常

時連絡をとれる体制を確保できるこ

と（携帯電話及び連絡責任者の配

置）。 

 (6) 設計図書において兼務を認めない

旨の指定が無いこと。 

※建設業法の改正により，営業所における専任の技術者について，一般建設業の場合は 

「営業所技術者」と，また特定建設業の場合は「特定営業所技術者」と改正されました。 

 

 

３ 適用開始時期 

  令和７年４月１日（火）以後に公告を行う入札から適用します。 

 

 


